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給与所得や年金所得のみの方の入力例をご紹介します。 

※国税庁HP「確定申告等作成コーナー」（令和５年分ページ）より作成を開始してください。 
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 

① 「マイナンバーカード方式」、「ID・パスワード方式」、「印刷して提出」の中から希望する 
  税務署への提出方法を選択してください。 

「印刷して提出」する方法を  
当冊子にてご案内いたします 

② 推奨環境の事前確認・利用規約に同意して次へ 
③ 「令和５年分の申告書等の作成」 

④ 次の画面で「次へ進む」をクリック 

所得税を選択 
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⑤ 申告する方の生年月日を入力し、申告内容に関する質問に回答し、「次へ進む」へ 

⑥ 源泉徴収票の入力 
 「入力する」をクリックし、源泉徴収票に記載されている情報を入力してください。 
  入力内容の確認後、記載事項に間違いがなければ「次へ進む」へ 
 ※データで交付されている方はxmlデータからの読み込みが可能です。 

 ⑦ 「収入金額・所得金額の入力」画面はそのまま「入力終了（次へ）」をクリック 
 ⑧ 「所得控除の入力」画面で「寄附金控除」行の「入力する」をクリック 
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⑨ 「寄附先から交付された証明書等の入力」画面で「入力する」をクリック 
⑩ 「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除」画面の項目を入力 

・「寄附年月日」には、お届けした寄付金領収書右上に記載された日付を入力 
・「寄附金の種類」を選択 
    Ａ 税額控除制度で申告する場合（当資料の5～7ページ参照） 
           →「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」を選択 
    Ｂ 所得控除制度で申告する場合（当資料の8～10ページ参照） 
      →「上記以外の寄附金控除に該当する寄附金」を選択 

一般的には 
こちらが有利 

＜Ａ税額控除制度とＢ所得控除制度 共通入力事項＞ 
 該当する行の前にある〇をクリック（※2024年1月1日時点の住所地で選択） 
 （１）住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金 
     →京都府京都市及び木津川市、大阪府大阪市に在住の方が該当 
 （２）住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金 
     →京都府及び大阪府で（１）以外の市区町村に在住の方が該当 
 （３）住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金 
     →当募金では対象となる市区町村はございません。 
 （４）住所の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、 
    又は不明な場合 
     →上記（１）～（３）にあてはまらない方が該当 
 
 
 ・「支出した寄附金の金額」に寄付金領収証に記載の金額を入力 
 ・「寄附先の住所地」に「京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町６０１番地」と入力 
 ・「寄附先の名称」に「学校法人同志社」と入力 

5 
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＜入力例＞Ａ税額控除制度で申告する場合 
① P4の例に倣い必要事項を記入し、「入力内容を確認」 

「公益社団法人又は公益財団法
人に対する寄附金」を選択 

② 別の寄附金がなければ「次へ進む」へ 
 ふるさと納税等他の寄付がある場合は必要情報を追加入力してください。 

ここまでに記入した項目が 
自動的に転記される 

クリック 

5 

5 
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③税額控除額が表示されます。「次へ進む」へ 

④寄附金控除欄に「税額控除の適用有」と表示されます。「入力終了（次へ）」へ 

ここまでに入力した 
所得等の情報に合わせて、 

自動的に計算された 
結果が表示される 

クリックして 
画面を閉じる 

「税額控除の適用有」 
と記載される 

クリック 

19,200 
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⑤ 政党等寄附金特別控除欄に控除額が反映されます。「入力終了（次へ）」へ 

（寄付金額-2,000円）×40％が 
自動的に入る 

⑥ 計算結果確認画面（この情報が「確定申告書」に反映されます） 

最終的な還付金額が 
表示される 

※この後、「次へ」をクリックし、住民税等に関する事項、住所・氏名等、還付金受け取り方法 
 （銀行口座等）、マイナンバー等を入力すると完成です。 
※確定申告書書類台紙には「領収証」及び「税額控除に係る証明書」を他の提出書類と一緒に 
 貼付してください。 

１９,５９２ 

19,200 
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＜入力例＞Ｂ所得控除制度で申告する場合 
 ※P４までの情報は税額控除制度での申告と同様に入力してください。 
① P４の例に倣い必要事項を記入し、「入力内容を確認」 

「上記以外の寄附金控除に
該当する寄附金」を選択 

②別の寄付金がなければ「次へ進む」へ 
 ふるさと納税等他の寄付がある場合は必要情報を追加入力してください。 

ここまでに記入した項目が 
自動的に転記される 

クリック 

5 

5 
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③ 所得控除対象額が表示されます。「次へ進む」へ 

ここまでに入力した 
所得控除等の情報に合わせて、 

自動計算された 
結果が表示される 

クリック 

④ 寄附金控除欄に所得控除対象額が表示されます。「入力終了（次へ）」へ 

（寄付金額-2,000円） 
が自動的に入る 

クリック 



10 

⑤ 「入力終了（次へ）」へ 

ここは空欄 

クリック 

⑥ 「入力終了（次へ）」へ 

最終的な還付金額が 
表示される 

※この後、「次へ」をクリックし、住民税等に関する事項、住所・氏名等、還付金受け取り方法（銀行口座等）、  
 マイナンバー等を入力すると完成です。 
※確定申告書書類台紙には「領収証」及び「特定公益増進法人であることの証明書」を他の提出書類と一緒に添付 
 してください。 

２,４３９ 
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【見本】以下書類には入力した情報が自動的に反映されます 
 

申告書第一表 

５ 

6 0 2 0 8 3 9 

京都市上京区今出川通寺町西入 

同 上 
４ 

同女 花子 

ド ジ ウ ョ ナ ハ コ 

 0 0 0 0 0 3 

075  251  XXXX 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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【見本】申告書 第二表 

５ 

京都市上京区今出川通寺町西入 

ドウジョ ハナコ 

同女 花子 
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【見本】公益社団法人等寄付金特別控除額の計算明細書 

５ 同女 花子 
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【見本】添付書類台紙（表） 

５ 

京都市上京区今出川通寺町西入 同女 花子 
ドウジョ ハナコ 

本人確認書類、 
その他必要な書類が 

ございましたら 
貼付してください 

寄附金領収証及び寄附金控除に係る証明書を裏面に貼付してください。 
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寄付金領収書及び寄付金控除に係る証明書を添付してください 

【寄附金領収証見本】 

【寄附金控除に関する見本】 


